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教 育 目 標 

 

心豊かに ねばり強く やり抜く生徒 

 

教育目標が示す具体的な生徒の姿 

 

「心豊か」とは 

(1) 自分の置かれた状況を的確につかみ、目標をしっかり持って、進ん 

 で学習に打ち込む姿。 

(2) 楽しい学校生活を築くため、自らを高め、集団と協力し、役割や責  

  任を果たそうとする、一生懸命な姿。 

(3) 相手の立場や考えを尊重する思いやりの心と奉仕の心をもって、明  

  るく温かい生活を目指そうとする姿。 

(4) さわやかな挨拶をかわし、好ましい人間関係を作るため、互いに認  

  め合おうとする姿。 

 

「ねばり強く」とは 

(1) 課題に挑戦し、解決するまで、根気よくやりぬこうとする意思と力。 
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岩船中学校校歌 

 

                                  関荘一郎 作詞（25.11.3） 

                                  中田 信 作曲（26.3.5） 

 

一、鷲が巣山を仰ぎつつ    雄々しく立ちし学び舎は 

群れ生く松にかこまれて  真砂の丘にすがすがと 

幾世の春を重ぬらん 

 

三、教育あらたな学び舎に   睦み合いつつ育ち行く 

若き我らの胸底に     萌ゆる自由の精神こそ 

次の代つくる力なれ 
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緑ヶ丘生徒会歌 

 

作詞 昭和５２年度後期総務 

作曲 三年三組 渡辺 孝志 

 

一 松の緑に囲まれて     溢れる若さよ情熱よ 

ここに一つの輪を築く   友よ語ろう青春の夢 

ああ緑ヶ丘生徒会 

二 無限の英知と根性で    逆まく波を打ち砕き 

栄冠めざし進みゆく    友よ示そう青春の意気 

ああ緑ヶ丘生徒会 

三 白波さわぐ日本海     若い血潮が火と燃えて 

躍進の旗高らかに     友よ進もう青春の道 

ああ緑ヶ丘生徒会 
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第 一 応 援 歌 

 

一、進みゆけ 我等の選手    日ごろ鍛えし体をば 

示せ勝利をめざしつつ    ゆけよ栄あるこの道を 

二、今ぞ立て 我等の選手    正々堂々戦いて 

輝く我等の若き道      旗ひるがえる風うけて 

三、血潮燃ゆ 我等の選手    力と技の祭典に 

勝利の声を空高く      栄光の丘意気高し 

 

 

 

第 二 応 援 歌 

 

一、あかつきの雲紅に      はれて今日若人を待つ 

走れよ 躍れよとべとべ   雄叫び 大空をゆく 

二、さみどりをめぐらす砂丘   空高く 松に声なし 

走れよ 躍れよ とべとべ  雄叫び 大空をゆく 

三、鍛えよや若き血潮に     たぎりたち 肉踊るまで 

走れよ 躍れよ とべとべ  紅の はちまきしめて 
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第 三 応 援 歌 

 

一、競え競え 岩中選手     血潮燃えて 肉躍る 

今ここに戦いの       火ぶたきられし 

いざいざ岩中 無敵の力 

二、競え競え 岩中選手     今ぞためせ この力 

我等の団結         鉄をも砕く 

いざいざ岩中 勝ち進め 

三、競え競え 岩中選手     命をかける この勝負 

気迫と若さで        勝利に挑め 

いざいざ岩中 無敵の力 
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岩船中学校緑ヶ丘生徒会会則 

 

第１章 総則 

 

第１条（名称） この会は岩船中学校緑ヶ丘生徒会と称する。 

第２条（会員） この会は本校生徒全員で組織する。 

第３条（会員の権利、義務） 

会員は生徒会の一員として権利を持つと共に、義務と責任を持たなけれ

ばならない。 

第４条（目的） 

本校の教育方針に従い、会員相互の自主的、自治的な活動を通じて、楽

しく規律正しい学校生活を築き、健全な校風の育成に努める。 

第５条（権限） 

前条の目的を達成するために、学校長の承認する範囲内において、自治

活動を行う。 

 

第２章 役員 

 

第６条（役員） この会には次の役員をおく。 

会長１名   副会長 1 名   書記長 1 名   応援団長１名   

第７条（会長、副会長、書記長、応援団長の選出） 

会長、副会長、書記長、応援団長は立候補により選挙で選ばれ、学校長

より任命される。 

第８条（役員選挙） 

前条の会長、副会長、書記長、応援団長の選挙に関するくわしいことは、

別に細則によって定める。 

第９条（役員の兼任禁止） 

役員は、二つ以上兼任することはできない。 

第１０条（役員の任期） 

役員の選出は前年度中とし、任期は次年度１年とする。ただし移行措置

としての事前活動はさまたげない。 
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第１１条（会長の任務） 

会長はこの会を運営し、この会を代表する。 

第１２条（副会長の任務） 

副会長は会長を助け、会長に事故あるときはその代理をつとめる。 

第１３条（書記長の任務） 

書記長は総務員と協力して、会長を助け庶務にあたる。 

第１４条（応援団長の任務） 

応援団長は、応援団を指揮し、士気を高めるとともに全校集会等の指揮

をとる。 

 

第３章 機関 

第１節 生徒総会 

第１５条（総会の開催） 

定例生徒総会は毎年２月と５月の二回開く。但し、次の場合は臨時総会

を開くことができる。 

１ 会員の５分の１の要求があったとき。 

２ 生徒委員会が必要と認めたとき。 

第１６条（総会の議長） 

生徒総会の議長はその都度会員の中から推薦によって選ばれる。 

第１７条（総会の任務） 

生徒総会は全会員で構成し、この会の最高決議機関であり、次の事項を

決議し承認する。 

１ 年度計画の報告と承認。 

２ 予算、決算の報告と承認。 

３ 生徒会会則の改正。 

４ その他生徒委員会が必要と認めたこと。 

第１８条（総会の議題） 

生徒総会に提出される議題は、あらかじめ会員に知らせなければならな

い。但し、臨時生徒総会の場合はこの限りでない。 

第２節 生徒委員会 

第１９条（権限） 

生徒委員会は総会につぐ決議機関であって、次のことを決議する。 
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１ 生徒総会の提案事項について。 

２ この会の目的を達成するため必要な事項について。 

第２０条（構成） 

生徒委員会は、生徒会役員、学級委員で構成される。必要に応じて専門

委員長、部長を加えた拡大生徒委員会を構成する。 

第２１条（委員会の開催） 

生徒委員会は必要に応じて開く。 

第２２条（委員会の議長） 

生徒委員会の議長は委員の中より互選する。 

 

第３節 特別委員会 

第２３条（委員会の種類） 

特別委員会には、次の委員会をおく。但し、必要に応じて生徒委員会の

承認を得て、その他の委員会をおくことができる。当分は、次の委員会と

する。   

１ 応援委員会 ２ 選挙管理委員会 

第２４条（任期） 

各特別委員会の任期は各委員会の任務を果たすのに必要な期間とする。 

第２５条（任務）  各特別委員会は次のことを行う。 

応援委員会…応援に関すること。但し、第 8 節応援団の規定による。 

選挙管理委員会…役員の選挙に関すること。 

 

 

 

第４節 専門委員会 

第２６条（委員会の種類） 

専門委員会には次の委員会をおく。但し、必要に応じて生徒委員会の承

認を得て変更もできる。当分は、次の委員会とする。 

１ 生活委員会  ２ 体育委員会  ３ 広報委員会 ４ 環境委員会 

第２７条（任務） 

各専門委員会はそれぞれの活動分野を専門的に研究し、調査し、立案し、

執行する。 
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１ 生   活…規律や風紀などに関する活動を主に行う。 

２ 体   育…生徒の健康、衛生、給食、運動等に関する活動を主に 

行う。 

３ 広   報…生徒会活動等の連絡や放送作品発表に関すること。行 

事、儀式等の放送機器準備を行う。生徒会だよりの発

行、各種ポスターの作成と掲示、図書館運営に関する

活動を行う。 

４  環   境…募金活動、ベルマーク運動、リサイクル運動、清掃、 

福祉施設との交流推進等のボランティア活動に関する 

ことを行う。 

第２８条（専門委員長） 

専門委員長は、会長が会員の中から委嘱し、最初の生徒委員会で承認を

得なければならない。 

第２９条（専門委員長の任期） 

専門委員長の選出は前年度中とし、任期は次年度１年とする。ただし移

行措置としての事前活動はさまたげない。 

第３０条（構成） 

専門委員会は全会員によって構成され、その任期は１年とする。 

第３１条（専門委員会の開催） 

専門委員会は毎月１回定例専門委員会を開く。但し、次の場合は臨時専

門委員会を開くことができる。 

１ 専門委員長が必要と認めたとき。 

２ 委員の５分の１以上の要求があったとき。 

３ 生徒委員会の開催要求決議があったとき。 

 

第５節 学級会 

第３２条（任務） 

学級会は、本会の目的を達成するための基本組織である。 

第３３条（学級委員） 

学級委員は１～２名を学級で選出する。なお、その任務は１年とする。 

第３４条（活動） 

学級会は、学級生活の諸問題の解決を図り、学級内の仕事を処理する。
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また、生徒会活動や学年間の連携を深める活動を行う。 

 

第６節 部活動 

第３５条（設置） 

これには生徒委員会で承認された部をおくことができる。 

第３６条（目的） 

各部は会員がもっている趣味や特技を生かし、お互いに協力することを

学びながら、それぞれの才能を十分伸長することを目的とする。 

第３７条（加入） 

会員はいずれかの部に所属することを推奨する。 

第３８条（役員） 

各部は役員として部長１名、副部長若干名をおく。 

第３９条（部長会） 

各部の部長によって部長会を組織する。部長会は各部間の連絡・調整及

び必要事項について協議する。 

 

 

第７節 応援団 

第４４条（目的・構成） 

応援団は、全会員をもって構成し、各種大会の応援及び激励をする。 

第４５条（応援委員） 

応援委員は、応援団長の指導の下に応援団リーダーとして活動する。 

第４６条（活動） 

応援委員会の活動内容は、次のとおりである。 

１ 各種大会での応援。 

２ 応援計画の立案と実施。 

３ 各種大会の選手激励会と報告書に関すること。 

 

第８節 生徒会本部 

第４７条（構成） 

生徒会本部は会長、副会長、書記長、応援団長で構成する。 

第４８条（合議制） 生徒会本部は合議制とする。 
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第４９条（活動） 

生徒会本部は生徒会執行機関であり、その活動内容は次のとおりであ

る。 

１ 生徒委員会の決議事項の執行。 

２ 一般事務。 

３ 生徒総会及び生徒委員会の運営 

４ 各種行事の計画立案と実施。 

 

第４章 会議 

第５０条（定足数） 

全ての会議は、構成員の３分の２以上の出席がなければ開くことができ

ない。 

第５１条（議決） 

生徒会の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除いては、出席者

の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決する。 

第５３条（教師の指導・助言） 

教師は全ての会議に出席し、よりよい生徒会運営をめざして指導・助言

をする。 

 

第５章 会計 

第５２条（会費） 

会員は生徒会活動に必要な経費として会費を納める。 

第５３条（会計年度） 

生徒会の会計は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章 効力の発生 

第５４条 本会で議決されたものは、学校長の承認を得て効力を発する。 

 

第７章 細則 

第５５条 

必要あるときは、生徒委員会は細則を定めて施行することができる。 
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第８章 改正 

第５６条 

この会則及び生徒のきまりの改正及び廃止は、総会において会員の３分 

の２以上の賛成があった場合、改正または廃止することができる。 

 

 

 

附  則 

昭和２６年１１月１０日 本会則制定 

昭和２７年５月２３日 一部改正 

昭和２８年５月１６日 〃 

昭和２９年５月１５日 〃 

昭和３０年５月１４日 〃 

昭和３４年５月８日 〃 

昭和４０年５月２２日 大幅改正 

昭和４５年１１月 日 〃 

昭和４８年２月２０日 〃 

昭和５９年４月６日 一部改正 

昭和６３年２月１日 大幅改正 

平成６年１月２４日 一部改正 

平成１１年５月７日 大幅改正 

平成１７年４月 日 一部改正 

平成２９年１０月１６日 一部改正 

令和元年５月１０日 一部改正 

令和５年３月２４日 大幅改正 
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緑ヶ丘生徒会役員選挙規約 

 

第１章 総則 

第１条  

 この規約は、緑ヶ丘生徒会役員の選挙に適用される。 

第２条 

選挙される役員の名称及び人数は、次のとおりとする。 

会長   １名    副会長  １名 

書記長  １名    応援団長 １名 

第３条  

 前条にかかげる役員は、毎年 12 月に全校生徒の選挙によって選出され

る。 

第４条 

 選挙に関する日程は、次のとおりとする。 

１ 公示・・・・・・投票日の２週間前 

２ 立候補受付・・・公示日から投票日の１週間前まで 

３ 選挙運動・・・立候補届け出の日から投票日前日まで 

４ 立会演説会・・・・投票日当日 

５ 開票・・・・・・・即日開票 

６ 選挙結果発表・・・投票日当日 

 

第２章 選挙管理委員会 

第５条 

 選挙管理委員会は、各学級より選出された男女各１名の委員によって構

成される。 

第６条 

 選挙管理委員は、応援委員が担う。 

第７条 

 委員会は、互選によって委員長１名を選出する。 

第８条 

 委員会は、顧問教師によって生徒会役員選挙に関する一切の事務を行う。 

第９条  
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 委員会は、次の事務を行う。 

１  選挙の公示 

２  立候補者の受付と発表 

３  立会演説会の開催 

４  立候補届出用紙、投票用紙、投票箱、ポスター用紙の作成 

５  立候補者へのポスター用紙の交付 

６  選挙運動に関すること 

７  投票所、開票所の決定 

８  投票への立ち会いと開票 

９  当選者の確認と発表 

１０ その他、選挙に関する事務 

 

第１０条 

 選挙管理委員が生徒会役員に立候補した時は、その委員の学級から補 

員を選出する。 

第１１条 

 選挙管理委員は、一切の選挙運動を行ってはならない。 

第１２条 

 選挙管理委員も選挙権がある。 

 

 

第１３条 

 選挙管理委員の任期は、委員会が発足してから選挙に関する一切の活動

が終了するまでの期間とする。 

 

第３章 立候補者、責任者 

第１４条 

 生徒会員は、独自で、または他の推薦をうけて立候補することができる。 

第１５条 

 立候補者は、選挙管理委員会が決定した立候補受付期間中に、立候補届

を所定の用紙に必要事項を記入し、選挙管理委員会に提出しなければなら

ない。 
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第１６条 

 立候補者には、立候補届出後、ポスター用紙が支給される。 

第１７条 

 選挙管理委員会の確認印のないポスターは無効とする。また、立候補者

は選挙終了後、直ちにポスターを外さなければならない。 

第１８条 

 選挙の当日は、選挙運動をしてはならない。 

第１９条 

 立候補者は、必要に応じて責任者を１名選ぶことができる。責任者は、

立候補者の応援演説をすることができる。 

第２０条 

 立候補者は、その他の候補者の責任者を兼ねることはできない。 

第２１条 

 責任者は、２人以上の立候補者の責任者を兼ねることはできない。 

第２２条 

 立候補者が欠席等で不在の場合、立会演説会の応援演説に代理人を出す

ことができる。但し、代理人は、責任者とする。 

第２３条 

 責任者が欠席等で不在の場合、立会演説会の応援演説に代理人を出すこ

とができる。但し、代理人は、選挙管理委員会の承認を得た者とする。 

 

第４章 投票 

第２４条 

 選挙は、全会員の無記名直接投票によって行われる。 

第２５条 

 投票の記入方法は記号式とする。 

第２６条 

 有効得票数の多いものから順次当選とし、最下位当選者の２名以上の得

票数が同じ時は、その者についてのみ再投票を行う。 

第２７条 

 当選者に支障が生じ、生徒会運営に支障がある場合は、補欠選挙を行う

ことができる。 
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第２８条 

 対立候補者のない場合は、その者について信任投票を行う。 

第２９条 

 信任票が有効投票の半数以上であれば当選とする。 

第３０条 

 投票が次の各項に該当する場合は、無効票とする。 

１ 定められた投票用紙以外のものを使用して投票したもの。 

２ 定められた以上、または以下に記号をつけたもの、または白紙の

もの。 

３ 記号以外のことを書いたもの。 

 

 

第５章 開票 

第３１条 

 開票は、原則として即日開票とする。 

第３２条 

 開票所は、選挙管理委員が設け、その管理を行う。 

第３３条 

 開票は、責任者、顧問教師立会いのもとに選挙管理委員が行う。 

第３４条 

 当選の結果について、選挙管理委員会は、校長及び会員に報告しなけれ

ばならない。 

 

第６章 補則 

第３５条 

 この規約の施行にあたって細部のきまりが必要な場合は、この規約の定

める範囲内において、選挙管理委員会で細則を定めることができる。 

第３６条 

 この規約の改正を必要とする事項が生じた場合は、生徒委員会の決議を

経たうえで、総会において会員の３分の２以上の賛成があった場合、改正

または廃止することができる。 
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附   則 

昭和５３年２月１日   本規約制定 

平成６年１月２４日   一部改正 

平成２９年１０月１６日 一部改正 

令和元年５月１０日 一部改正 
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生 徒 の き ま り の 確 認                

 
◎ 自他の命を守る。 

◎ 人に迷惑をかけない。 
◎ 自分の言動に責任をもつ。 

 

 

１ 登校と出席 
 

（１）８時 10 分に生徒玄関に入って出席です。入っていなけ 
れば遅刻です。 

 

（２）８時 15分には席に着いて朝読書を開始します。落ち着い
た学校生活が過ごせるよ 10 分間静かに読書をします。 

朝学活のあいさつの時には全員で気持ちの良いあいさつ
をします。 

 

 （３）短い期間で３回遅刻があると家庭連絡をし、遅刻しない
よう協力を頂きます。 

 

２ 身なりと持ち物 

 

（１）頭髪は健康的で活動的なものとし、整髪料や香水などは
使用しません。髪の長い人は後ろで束ねます。髪止めは
ゴム（黒、紺、茶）を使用します。ヘアピンの使用は最
低限の数にします。幅広の髪留めは使いません。 

 

（２）制服はきちんと着用し、丈の短いスカート（「気をつけ」
の姿勢でひざ下なら良い）をはいたり、ズボンを腰履き

ここで確認するのは、学校生活を安全で安心に送るためのきま
り、安心と納得のもとで学校生活を送るために約束です。以下の３
つを原則としています。 
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したりしません。 

 

（３）靴下は白（ワンポイントワンライン可）、くるぶしが隠 
れる長さ。式の時には女子は長め、男子は素足が見えな
い長さのものにします。 

  

  （４）不要品は学校に持ってきません。不要品などを学校に持
ってきている場合は、学級担任が預かり、必要に応じて
学級担任が保護者に連絡して返却します。 

 

（５）制汗シートは無香料のもののみ使用可です。匂いのきつ
い柔軟剤も避けましょう。※集中を欠いたり、具合が悪
くなったりする人もいます。 

 

（６）内履きと外履きの区別をしっかりします。玄関に泥や雪
を入れません。 

 

 （７）夏季はワイシャツ、ブラウスの下に白無地の下着を着用
する。（学校のＴシャツなど） 

冬季は無地のセーターやカーディガンを着てもよいが、
裾
すそ

や袖から出ないものとする。制服以外のものは華美、
高価な物とならないようします。 

 

 

３ １日の諸活動 

 

（１）登校後は放課まで校外へは出られません。忘れ物がある
場合は、教務室の電話を借りて本人が家庭へ連絡し、保
護者に届けてもらいます。 

 

（２）休憩時間に学習用具を整え、始業開始時刻であいさつが
できるよう、時間を見ながら生活します。（チャイムは
１日３度、出席確認、５限予鈴、下校時） 
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（３）２限終了までは制服で活動します。（特別な場合以外、
登校時は制服です。） 

２限までに理科、体育、技術、美術、音楽がある場合は
登校したらすぐ着替えます。 

３限の授業で特に着替える必要のある場合は 1 限以降全
員が共通して着替えます。 

それ以外は２，３限後に着替えます。（４限後すぐに清
掃があります） 

 

（４）給食時、当番は協力して早く準備しましょう。当番以外
の人は活動時間一杯清掃し、給食準備が終わるまではラ
ンチルーム前で静かに待ちます。 

食事中、音楽が流れているときは友達と話しをしていて
もかまいません。誰かが放送で話をしているときは静か
に聞き、全員で聞く体制を作ります。 

 

（５）清掃時の服装は体育着です。清掃が終了したら班長は担
当の先生へ点検をお願いし、反省カードを使って反省会
を行います。 

 

４ その他 

（１）ベランダへは、清掃や仕事を頼まれた時以外出ません。
窓は転落事故防止のため片側全開にせず、中央に合わせ
るようにします。 

  

（２）エアコンや加湿器は先生方が操作します。電灯は係・当
番で操作します。 

 

（３）玄関にカバンは置きません。（全校朝会時も教室にカバ
ンを置いてから、体育館に出ます。）部活動の時は活動 

場所に持って行きます。 

バレーボール・・・体育館ステージ   

バスケットボール・・・体育館入り口前 

吹奏楽・・・旧校舎廊下  
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（４）教務室に用があるときは、入口で「学年、名前、要件（先
生の名前）」を言います。 

入口付近の赤い線から中には入ることができません。防
寒着や鞄は廊下に置いて出入りします。用を終えたら、
教務室内を向いて挨拶をしてから退室します。 

朝８：10～の打ち合わせの時間帯は出入りができません。 
  

 

（５）保健室は教科担当者もしくは学級担任の許可を得てから
利用します。具合の悪い場合、１時間保健室で休養し様
子を見ます。それでも改善されない場合には、お家の方
に連絡をして早退します。 

 

 （６）クロームブックは、時間やマナーなど使用上のきまりを
守って使います。破損のないよう大切に扱い、充電を含
め、忘れ物がないようにします。 

 

（７）校舎の破損や窓ガラスなどを割ってしまった場合は、ま
ず安全を確保し怪我などがないかを確認します。その後、
近くの先生にすぐに届け出ます。 

担当の先生と、大滝先生→教頭先生→校長先生の順に破
損届けを持ち報告します。  

（故意に壊したと見なされる場合は､弁償してもらうこと
もあります。公共物や公的な施設は大切に扱うよう普段
から心がけましょう。） 

 
  （８）ＳＮＳのアクセスやアップロードは、個人情報の流出、

スマホ依存、犯罪に巻き込まれる可能性などの危険が多
くあります。責任をもって使用しましょう。 

  （９）カラオケやゲームセンターで事件に巻き込まれるケース
が増えています。生徒だけでの利用は大変危険です。 

 

 


